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教 育 委 員 会 規 則

教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和 4年 6月30日

高知県教育長　長岡　幹泰

高知県教育委員会規則第 9号

教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則

教育職員免許状に関する規則（昭和44年高知県教育委員会規則

第 5号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「第20条」及び「、教員免許更新制に関する規則（平

成21年高知県教育委員会規則第 5号）に定めるもののほか」を削

る。

第 3条第 1項中「次の表の」を「次の表に定める」に改め、同

項の表中「第102条の」を「（昭和22年文部省令第11号）第102条

の規定による」に改め、同条第 3項中「教科」を「第 1項の表に

おける教科」に改める。

第 4条第 4項中「第16条の 2第 1項」を「第16条第 1項」に改

め、同条第 5項第 3号中「国立養護教諭養成所設置法」を「国立

学校設置法の一部を改正する等の法律（昭和55年法律第14号）第

2 条の規定による廃止前の国立養護教諭養成所設置法」に改め

る。

第 5条第 1項中「第 5条第 6項」を「第 5条第 5項」に改め、

同条第 2項中「第 5条第 3項」を「第 5条第 2項」に改める。

第28条第 1項中「第 5条第 3項」を「第 5条第 2項」に改め、

同条第 2項第 1号中「第 5条第 6項」を「第 5条第 5項」に改め

る。

別記第 1号様式中

に、

「ﾌﾘ　ｶ゙ﾅ

　氏　名　　　　　　　　　　　　　　㊞」

を

「ﾌﾘｶﾞﾅ

　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

別記第 2号様式中

「氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞」

を

「　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　」

に改める。

別記第 3号様式中

「　証明者職・氏名」

を

「証明者　職・氏名」

に改める。

別記第 4号様式中

「証明者住所

　職 ・ 氏 名　　　」

を

「証明者　住所

　　　　　職・氏名」

に改める。

別記第 5号様式中

「　証明者職・氏名」

を

「証明者　職・氏名」

に改める。

別記第 6号様式の 2中「㊞」を削る。

別記第 7号様式及び別記第 8号様式中

「ﾌﾘ　ｶ゙ﾅ

氏　名　　　　　　　　　　　　　　㊞」

を

「ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

別記第 8号様式の 2中

に改め、「㊞」を削る。

別記第 9号様式を次のように改める。

高知県収入

証　　　紙

「

を

」

高知県収入証紙

貼り付け箇所

」

高知県収入
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高知県収入証紙
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別記第11号様式中

「　　　　　　　　届出者職・氏名　　　　 　　」

を

「届出者　職・氏名　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

別記第12号様式中

「 有 効 期 間 の 満 了 の 日　　　　　　 年 　 　 月 　 　 日

　 備 考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「 備 考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

附　則

この規則は、令和 4年 7月 1日から施行する。

教員免許更新制に関する規則を廃止する規則をここに公布す

る。

令和 4年 6月30日

高知県教育長　長岡　幹泰

高知県教育委員会規則第10号

教員免許更新制に関する規則を廃止する規則

教員免許更新制に関する規則（平成21年高知県教育委員会規則

第 5号）は、廃止する。

附　則

この規則は、令和 4年 7月 1日から施行する。
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